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　いわゆる年収の壁が103万円から160万円に引き上げられましたが、実際に160万円まで稼ぐと世帯の

　 収入としてはいくら増加するのでしょうか。主婦パートと学生アルバイトのケースで試算してみました。

Ⅰ　たくさんある？年収の壁

Ⅱ　ケース１　都内在住　夫：年収470万～890万　妻：パート(50人超)

　103万円から123万円へ20万円収入アップをしたとしても、世帯としての手取は＋2.6万円（改正前は＋2.3

万円）の増加に留まりますが、123万円から160万円へ37万円収入アップした場合は、世帯としての手取は

＋28.6万円（改正前は＋25.4万円）の増加となります。

Ⅲ　ケース２　江戸川区在住　親：年収470万～890万　子：学生アルバイト(20歳)、年金は免除

　学生は社会保険の加入対象外ですので、年収130万円を超えると国民健康保険に加入することになります。

新設された特定親族扶養控除がありますので、国保に加入しても手取があまり減らないという結果でした。

Ⅳ　社会保険の壁106万円の金額要件と事業規模要件が撤廃

　5月16日に国会に提出された法案には、いわゆる社会保険106万円の壁の要件は撤廃(3年以内)、

事業規模の要件50人超についても、令和9年10月から段階的に撤廃という内容が盛り込まれました。

社保加入要件としては「週の所定労働時間20時間以上」というシンプルなものになっていく見通しです。
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壁の引き上げで手取りは増える！？

税金の発生

・100⇒110万円の壁 住民税

・103⇒160万円の壁 所得税

所得控除の減少

・103⇒123万円の壁 扶養控除

・150⇒160万円の壁 配偶者特別控除

社会保険の加入

・106万円の壁（50人超）
・130万円の壁（50人以下）


